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ⅩⅣ 紛争解決の援助

ⅩⅣ－１ 苦情の自主的解決 第５２条の２

○ 事業主は、育児・介護休業法に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは労使

により構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めな

ければなりません。

「育児・介護休業法に定める事項」とは、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外

労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等、育児休業等を理由とす

る不利益取扱い、労働者の配置に関する配慮に関する事項です。

苦情の自主的な解決を図るための方法としては、本条に定める苦情処理機関に苦情の処理をゆだね

ることによるほか、人事担当者による相談や、職業家庭両立推進者が選任されている事業所において

はこれを活用することが考えられます。

こうした事業所内における苦情の自主的解決のための仕組みについては、労働者に対して周知を図

ることが望まれます。
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ⅩⅢ 対象労働者等に対する国等による援助等 第３０条～第５２条

○ 国は、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立について、事業

主、労働者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずることとし

ています。

○ 国は、子の養育又は家族の介護を行う労働者等（以下「対象労働者等」といいます。）の雇用

の継続その他その福祉の増進を図るため、事業主、事業主団体その他の関係者に対して給付金の

支給その他の必要な援助を行うことができます。

○ 国及び地方公共団体は、対象労働者等に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に

資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずることとしています。

○ 国は、妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者の円滑な再就職のための援助を行う

こととしています。

○ 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設（対象労働者等に対して、職業生活と家庭

生活との両立に関し、各種の相談や必要な指導、講習、実習等を行い、休養・レクリエーション

のための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目

的とする施設）を設置するように努めることとされています。
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ⅩⅣ－３ 調停制度 第５２条の５、第５２条の６

○ 都道府県労働局長は、育児・介護休業法に定める事項に関し、紛争の当事者である労働者、事

業主の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると

認めるときは、学識経験者などの専門家で構成される第三者機関である「両立支援調停会議」に

調停を行わせることができます。

○ 「両立支援調停会議」は必要に応じ当事者や参考人から意見を聴いた上で、調停案を作成し、当

事者に対して受諾勧告を行うことができます。

○ 事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしては

いけません。

「育児・介護休業法に定める事項」とは、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外

労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等、育児休業等を理由とす

る不利益取扱い、育児休業等に関するハラスメントの防止措置、労働者の配置に関する配慮に関する

事項です。

調停による紛争の解決が見込めない場合や調停により紛争を解決することが適当でない場合、調停

を打ち切ることができる旨規定されています（第 条の６）。

時効の成立を心配せずに司法救済前に調停を利用できるよう、調停が打ち切られた場合における時

効の中断とあわせて、いったん訴訟を提起したものの、当事者が調停による解決が適当と考えた場合

に、訴えを取り下げなくても調停手続に専念する環境を確保することができるよう、訴訟手続の中止

について規定されています（第 条の６）。

ポイント解説

★ 紛争解決の援助、調停などの業務、また、 ページでご紹介している事業主に対し行う報告

の徴収、助言、指導、勧告は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

が行っています。

★ 都道府県労働局は、厚生労働省の出先機関で、各都道府県の県庁所在地にあります。

法に沿って育児休業制度、介護休業制度等が運用されるよう、事業主、労働者等からの具体

的な相談に応じていますので、最寄りの労働局雇用環境・均等部（室）にご相談ください。

★ 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

（裏表紙にも都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の所在地、電話番号等を掲載しています。）
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ⅩⅣ－２ 都道府県労働局長による紛争解決の援助 第５２条の４

○ 都道府県労働局長は、育児・介護休業法に定める事項に関し、紛争の当事者である労働者、事

業主の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合、助言、指導又は勧告を行うこ

とができます。

○ 事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはいけ

ません。

「育児・介護休業法に定める事項」とは、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外

労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等、育児休業等を理由とす

る不利益取扱い、育児休業等に関するハラスメントの防止措置、労働者の配置に関する配慮に関する

事項です。

この援助は、私法上の紛争である労働者と事業主間の紛争解決を両当事者の意思を尊重しつつ迅速･

簡便に行うことを目的とするものであり、両当事者以外の申立や職権で行われることはありません。
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ⅩⅣ－３ 調停制度 第５２条の５、第５２条の６

○ 都道府県労働局長は、育児・介護休業法に定める事項に関し、紛争の当事者である労働者、事

業主の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると

認めるときは、学識経験者などの専門家で構成される第三者機関である「両立支援調停会議」に

調停を行わせることができます。

○ 「両立支援調停会議」は必要に応じ当事者や参考人から意見を聴いた上で、調停案を作成し、当

事者に対して受諾勧告を行うことができます。

○ 事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしては

いけません。

「育児・介護休業法に定める事項」とは、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外

労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等、育児休業等を理由とす

る不利益取扱い、育児休業等に関するハラスメントの防止措置、労働者の配置に関する配慮に関する

事項です。

調停による紛争の解決が見込めない場合や調停により紛争を解決することが適当でない場合、調停

を打ち切ることができる旨規定されています（第 条の６）。

時効の成立を心配せずに司法救済前に調停を利用できるよう、調停が打ち切られた場合における時

効の中断とあわせて、いったん訴訟を提起したものの、当事者が調停による解決が適当と考えた場合

に、訴えを取り下げなくても調停手続に専念する環境を確保することができるよう、訴訟手続の中止

について規定されています（第 条の６）。

ポイント解説

★ 紛争解決の援助、調停などの業務、また、 ページでご紹介している事業主に対し行う報告

の徴収、助言、指導、勧告は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

が行っています。

★ 都道府県労働局は、厚生労働省の出先機関で、各都道府県の県庁所在地にあります。

法に沿って育児休業制度、介護休業制度等が運用されるよう、事業主、労働者等からの具体

的な相談に応じていますので、最寄りの労働局雇用環境・均等部（室）にご相談ください。

★ 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

（裏表紙にも都道府県労働局雇用環境・均等部（室）の所在地、電話番号等を掲載しています。）

- 94 - 

ⅩⅣ－２ 都道府県労働局長による紛争解決の援助 第５２条の４

○ 都道府県労働局長は、育児・介護休業法に定める事項に関し、紛争の当事者である労働者、事

業主の双方又は一方からその解決について援助を求められた場合、助言、指導又は勧告を行うこ

とができます。

○ 事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはいけ

ません。

「育児・介護休業法に定める事項」とは、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外

労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等、育児休業等を理由とす

る不利益取扱い、育児休業等に関するハラスメントの防止措置、労働者の配置に関する配慮に関する

事項です。

この援助は、私法上の紛争である労働者と事業主間の紛争解決を両当事者の意思を尊重しつつ迅速･

簡便に行うことを目的とするものであり、両当事者以外の申立や職権で行われることはありません。
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